
（あらかじめ） （１ヶ月以内） （１ヶ月前まで）

別記第１号様式 別記第２号様式 別記第３号様式

法第１４条 法第１４条の２ 法第１４条の３

省令第１条の９第１項・第２項 省令第１条の１０ 省令第１条の１１

細則第３条 細則第４条 細則第５条

（あらかじめ） 老人居宅生活支援事業として上記のとおり （１ヶ月以内） （１ヶ月前まで）

別記第４号様式 別記第１号様式 にて届出 別記第５号様式 別記第６号様式

法第１５条第２項 （１ヶ月以内）

別記第５号様式（社福法施行細則第６条） 法第１５条の２第１項 法第１６条第１項

社福法第６９条第１項 省令３条の２ 省令第４条の２

（あらかじめ） （速やかに） （あらかじめ） （１ヶ月前まで）

老人福祉施設 別記第７号様式 別記第１２号様式

法第１５条第３項 別記第９号様式 別記第１０号様式 法第１６条第２項

省令第２条第２項・第３項

別記第８号様式 法第１５条の２第２項 別記第１３号様式

法第１５条第４項 省令第４条 法第１６条第３項

省令第３条第１項 省令第５号

（事業開始前） （１ヶ月以内） （１ヶ月前まで）

別記第１５号様式 別記第１７号様式 別記第１７号様式

社福法第６２条第１項 社福法第６３条第１項

別記第１６号様式 別記第１８号様式 社福法第６４条

社福法第６２条第２項 社福法第６３条第２項

(法第５条の３) （１ヶ月以内） （１ヶ月以内）

別記第１９号様式 別記第２０号様式

社福法第６９条第１項 社福法第６９条第２項

※「法」～老人福祉法、「社福法」～社会福祉法、「省令」～老人福祉法施行規則、「細則」～老人福祉法施行細則

（あらかじめ） （速やかに） （１ヶ月以内） （１ヶ月前まで）

別記第２１号様式 要領別記第４号様式 別記第２２号様式 別記第２２号様式の２

要領別記第６号様式の２

法第２９条第１項要領第５条 要領第６条 法第２９条第２項及び要領第７条

有料老人ホーム
（法第２９条） 法第２９条第３項及

び要領第８条

届
出

届
出

届
出

届
出

「北海道有料老人ホーム設置運営手続要
領」（以下、「要領」という。）

老人福祉センター事業（第２種社会福祉事業）

事業の種類 （事前協議が必要）
届出（申請）の時期、様式及び根拠法令

設置 開始 変更 廃止・休止

届
出

届
出

届
出

申
請

その他法人

軽費老人ホーム

（第１種社会福祉事業）

(自主財源による整
備は事前協議が必
要)

「特別養護老人ホー
ム等の自主財源整
備について」
（最終改正：
H20.12.22高福第
966号）

申
請

社会福祉法人

養護老人
ホーム

届
出

市町村
社会福祉法人

老人居宅生
活支援事業
（第２種社会
福祉事業）

(法第５条の２)

（介護予防）訪問介護

夜間対応型訪問介護（地域密着型）

（介護予防）通所介護

事業の種類

（介護予防）認知症対応型通所介護（地域密着型）

老人短期入所事業

老人ホーム

（第１種社会福
祉事業）

届
出

市町村

届出（申請）の時期、様式及び根拠法令

老人デイサー
ビスセンター等
（第２種社会福
祉事業）

届
出

変更

届
出

廃止・休止

届
出

開始

老人デイサービスセンター

特別養護
老人ホー
ム

届
出

届
出

申
請

届
出

老人短期入所施設

老人介護支援センター（在宅介護支援センター）
届
出

開始

老人居宅介護
等事業

老人デイサー
ビス事業

変更 廃止・休止

設置

事業の種類
届出（申請）の時期、様式及び根拠法令

届
出

届
出

届
出

申
請

届
出

同　　左

小規模多機能型居宅介護事業（地域密着型）

認知症対応型老人共同生活援助事業（地域密着型）

省令第１条の１４第２項・第３
項、第３条の２

届
出

独立行政法人


